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１ 川崎市臨海部防災対策計画

主要地方道東京大師横浜線以南の地区を対象とし、「神奈川県石油コンビナート等防災計画」及び

「川崎市地域防災計画」を受け、臨海部の災害の未然防止及び発生した災害の拡大を防止するため

の総合的運用計画として、平成２５年４月に策定、平成２９年１１月に県石油コンビナート等防災

計画の修正を踏まえて修正（避難計画の具体化等）

■臨海部防災対策計画の体系

■臨海部エリア

臨海部 
対象地域は川崎市内における「主要

地方道東京大師横浜」以南の地区 

石油コンビナート等災害防止法

に規定される特別防災区域 

石油精製業化学工業及び製鉄業等

の特定事業所が所在 

災害対策基本法 

石油コンビナート等 

災害防止法 

原子力災害対策 

特別措置法 

神奈川県石油コンビナート 

等防災計画 

川崎市地域防災計画における

臨海部に係る事項 

・神奈川県石油コンビナート等

防災計画に基づく、石油コンビ

ナート防災対策の運用計画 

・川崎市地域防災計画で、臨海

部に関する対策の運用計画 

関連法令 関連計画 川崎市臨海部防災対策計画 

＜エリアの凡例＞
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■計画の修正の経緯 

２ 計画の構成及び内容

項  目 主   な   内   容 

総則 
＜本市及び防災関係機関等が防災に関し処理すべき業務の大綱＞

  計画の方針、臨海部の概況、特定事業者等の措置、市・防災関係機関等の役割等 

災害想定 

＜石油コンビナート災害における災害影響度及び津波災害、放射性物質災害等の概要＞

  神奈川県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果の概要、津波災害、放射性物質

等災害 

災害予防計画 

＜災害発生の未然防止、又は、被害を最小限に止めるため、日頃から行うべき措置等＞

  特定事業所の予防対策、防災関係機関の予防対策、公共施設の安全対策、津波対 

策、情報連絡体制の整備液状化・長周期地震動対策、帰宅困難者対策、情報提供等 

応 急 対 策 

＜災害発生から応急対策終了に至るまで、初動対策及び応急対策に係る措置等＞

  防災組織体制、災害情報の収集・伝達、災害への防ぎょ活動、避難対策（避難の考え 

方、避難計画、避難の実施）救助・救急、医療救護対策、災害時の広報・広聴、警戒・警

備、緊急輸送対策、災害救助法の適用、生活関連施設の応急復旧活動、放射性物質災

害対策等 

復旧・復興 

対策 

＜被災者及び事業所等の災害復旧・復興に向け必要な措置＞

  民生安定のための緊急措置、公共施設の災害復旧、復興体制 

東海地震に関

する事前対策

計画 

＜大規模地震対策特別措置法に定める、警戒宣言発令時の事前対策＞

  計画の目的、予防対策計画、地震防災応急対策 

令和元年度 「神奈川県石油コンビナート等防災計画」の修正 

「川崎市臨海部防災対策計画」の修正 

東京国際空港の機能強化により、令和２年３月に新飛行経路の運用開始 
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３ 主な修正の内容 

（１）東京国際空港の機能強化に伴う修正 

＜現状の航空機事故に対する防災計画＞ 

①航空機事故に対する計画は「川崎市地域防災計画 都市災害編」に記載済 

 ②東京国際空港から半径９ｋｍ以内の事故は東京空港事務所の「東京国際空港緊急計画」に基づ

き対応 

川崎市臨海部防災対策計画に航空機事故に関する記載がなかったことから下記文言を追記 

  第３部 災害予防計画 

   第２章 防災関係機関における予防対策 

第６節 航空機事故における災害の防止（新設） 

航空機事故における災害については、「川崎市地域防災計画 都市災害対策編 第６章 航空災害

の防災計画」に記載の通り、東京国際空港を中心とするおおむね半径９ｋｍ円内における災害対応

にあたっては、国土交通省東京航空局東京空港事務所策定の「東京国際空港緊急計画」に基づき行

うものとする。 

「東京国際空港緊急計画」において、空港周辺における航空機事故の発生又は発生する恐れがあ

る場合は、空港管理者である東京空港事務所が現地対策本部、そして、現地を管轄する地方自治体

が必要に応じて現地連絡調整所を設置して、関係機関で消火救難活動及び医療救護活動等を行うも

のとしており、関係機関は「東京国際空港緊急計画」による他、地域防災計画等に基づき対処す

る。

＜神奈川県石油コンビナート等防災計画の修正に関する東京国際空港の機能強化に関する項目＞ 

 第４編 災害予防計画 第２章 関係行政機関等における予防対策 第７節 航空機事故による災害の防止 

 ＜削除＞ 

  ・東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として、特別防災区域上空を避け適切な飛行ルー

トを取らせる。 

 ＜追記＞ 

  ・特別防災区域（川崎石油コンビナート地域）での事故・災害発生時には、救助活動の妨げと

ならぬよう、状況に応じて配慮した運用を行う。 
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（２） 改正災害救助法の実施に伴う修正、高潮浸水想定の指定・公表に伴う追記 

○改正災害救助法の実施に伴う修正

 災害救助法の救助実施市の指定に伴い、救助の実施等の市の責務、県等との連携に関する事項等

を修正 

○高潮浸水想定の指定・公表に伴う追記

  平成３１年４月に神奈川県が水防法に基づく高潮浸水想定区域を指定・公表したことから、浸

水想定等を追記 

※「令和元年度 川崎市地域防災計画 風水害編の修正」と同様の内容
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４ パブリックコメントの結果 

（１）意見の募集期間 

  令和２年２月７日(金）から令和２年３月９日（月）まで 

（２）資料閲覧場所 

  各区役所、支所及び出張所の閲覧コーナー、教育文化会館及び各市民館、各図書館、かわさき

情報プラザ（市役所第３庁舎２階）並びに総務企画局危機管理室 

（３）意見提出 

３通（ＦＡＸ１通、市ホームページフォームメール２通）８件 

（４）御意見の主な内容と対応 

パブリックコメント手続き実施の結果、医療機関の離着陸場の現状を踏まえた修正、「東京国

際空港緊急計画」の関連個所の記載等の追記の御意見の他は、「施策に対する質問・要望」の御

意見であったため、一部用語の説明等を修正・追記した上で、当初の改定案のとおり計画を策定

し、施策を進めることとします。 

５ 計画修正の説明・周知等 

 ○市民向け：川崎区自主防災組織連絡協議会役員会・総会、川崎区避難所運営会議全体会 等 

 ○事業所向け：川崎市防災会議、川崎臨海部防災協議会、川崎臨海部活性化推進協議会、京浜臨

海部コンビナート高度化検討会議 等 
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